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くすのき園介護予防・日常生活支援総合事業  通所介護事業所  重要事項説明書  

 

 
 

   当事業所は介護保険の指定を受けています。  

 

（鈴鹿亀山地区広域連合指定  第24Ａ0300848号）  

 

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して指定介護予防・生活支援サービスを提供します。事

業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとお

り説明します。  

 

 

 

                           ◇◆目次◆◇ 

 

      １  事業者  

 

      ２  事業所の概要  

 

      ３  事業実施地域及び営業時間  

 

      ４  職員の配置状況  

 

      ５  当事業所が提供するサービスと利用料金  

 

      ６  苦情の受付について  

 
 
 

 

               

 

 

１．  事業者  

 

 （１ ）  法人名       社会福祉法人   慈童会  

 

 （２ ）  法人所在地    三重県鈴鹿市若松西６丁目２８番１８号  

 

 （３ ）  電話番号     （０５９）３８５－３１０８   

 

 （４ ）  代表者氏名    理事長   北野  真弘  

 

 （５ ）  設立年月日    昭和５６年２月１８日    

    



 

2 

 

２ . 事業所の概要  

 

（１ ）  事業所の種類    指定介護予防・日常生活支援総合事業・通所介護事業所   

                平成 30年４月 1日指定  鈴鹿亀山地区広域連合  

第２４Ａ０３００８４８号  第一号通所事業  

 

（２ ）  事業所の名称  くすのき園介護予防・日常生活支援総合事業通所介護事業所  

                

（３ ）  事業所の所在地     三重県鈴鹿市若松西６丁目２８番１８号  

 

（４ ）  電話番号        （０５９）３８５－３１０８    

 

（５ ）  管理者氏名       杉森  美保  

 

（６ ）  事業所の目的     

 

   利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した  

   日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を  

行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は  

向上を目的としています。  

 

（７ ）  当事業所の運営方針  

 

 ①当事業所において提供する介護予防・生活支援サービスは、要介護状態の軽減

もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、利用者の

状態に応じて、適切に行います。  

 ②利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った運営を行います。  

 ③利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き効果的に必要なサービスを提供します。  

 ④利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりや

すく説明いたします。  

 ⑤常に職員の資質向上に努め、適切な介護技術をもってサービスの提供をいたし

ます。   

⑥自らその提供するサービスの質を管理、評価し、常にその改善を図ります。  

⑦その他、介護保険法ならびに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に

沿った運営を行います。  

 ⑧身体拘束は原則として禁止します。ただし、必要性がある場合は別途定めた  

身体拘束マニュアルに従いサービスを提供いたします。  

 

（８ ）  開設年月日    平成１８年４月１日  

 

（９ ）  利用定員     ３５人  

 

 
 
 
 
 



 

3 

 

３．  事業実施地域及び営業時間  

 

（１ ）  事業実施地域    鈴鹿市  

 

（２ ）  営業日及び営業時間  
 

   営業日    月・火・水・木・金・土  

（但し、 1月 1日～ 1月 3日を除く）  

 

  営業時間     午前８時１５分から午後５時１５分まで  

 サービス提供時間      午前８時３０分から午後５時００分まで  

 

 

 

４．  職員の配置状況  

 

 当事業所では、ご契約者に対して指定介護予防・生活支援サービスを提供する  

職員として、以下の職種の職員を配置しています。  

 

＜職員の配置状況＞  ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。  

 
 

        職種      配置人数   

  １．  管理者          １  名  

  ２．  生活相談員           1 名  

  ３．  看護職員           １  名  

  ４．  介護職員           ５  名  

  ５．  機能訓練指導員  

       （兼務）  

         １  名  

  ６．  管理栄養士  

    （特別養護老人ホーム兼務）  

      １  名  

 

             ＊介護保険法により定められた職員配置基準に準じた人数です。  

 

＜配置職員の職種＞  

 

（１ ）  生活相談員  ・ ・ ・  ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援    

            を行います。  

（２ ）  看護職員  ・ ・ ・ ・  主にご契約者の健康管理や療養上のお世話を行いま  

              すが、日常生活上の介護、介助等も行います。  
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  （３ ）  介護職員  ・ ・ ・ ・  ご契約者の日常生活上の介護ならびに健康保持のための  

相談・助言等を行います  

 

 

 （４ ）  機能訓練指導員・・ご契約者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を  

防止するために必要な機能訓練を担当します。  

 

 （５ ）  管理栄養士  ・ ・ ・ ・ご契約者が季節感を味わえる献立や食に関する栄養や  

食事相談等を個別的に行います。  

 

 

５．  当事業所が提供するサービスと利用料金  

 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。  

 当事業所が提供するサービスについて、  
 

   （１ ）  利用料金が介護保険から給付される場合  

  （２ ）  利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合  

 

 

があります。  

 

（１ ）  介護保険の給付の対象となるサービス  

 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付  

されます。  

 

＜サービスの概要＞  

 

①食事  

   ・当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、栄養ならびに  

ご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。  

又、ご契約者の状態に応じて介助を行います。  

 

   食事時間  ・ ・ ・１１：５０  ～  １２：３０  

 

②入浴  

   ・  入浴の介助を行います。  

 

③排泄  

  ・  ご契約者の排泄の介助を行います。  

 

④個別機能訓練サービス  

  ・  機能訓練指導員によりご契約者を個別に機能訓練を行い、ご契約者の  

心身の状態の維持又は向上を目的に行います。  

 

⑤栄養改善サービス  

  ・  低栄養状態改善のためにご契約者に管理栄養士により個別に栄養食事  

相談等を行い、ご契約者の心身状態の維持又は向上を目的に行います。  



 

5 

 

⑥アクティビティサービス  

   ・  ご契約者の心身状態や希望及びその置かれている環境を踏まえて集団的な  

    レクリエーション、創作活動等により機能訓練を行います。  

  

⑦送迎サービス  

   ・  障がいの程度、地理的条件等により送迎を必要とするご契約者については  

専用車両により送迎いたします。  

 

＜サービス利用料金（基本料金）＞   

 

  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から   

介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。  

   
 

 要支援 1 

 

４回まで （1回につき）  380単位  

 事業対象者 

 

 

４回を超える （1月につき）1655単位     

            
     

要支援 2 

  

 

 要支援  ２       

          

 

      事業対象者 

        

 

 

 

 

 

   

（５回から） 

 

８回まで 

５回 

 

 

（1回につき）  391単位 

                    

事業対象者 

 

８回を超える  （1月につき）  3393単位    

                

 
  

 

 ※上記金額は自己負担１割の料金表です。  

 

☆サービス利用料金の内訳及び自己負担２割 ・ ３割の方は別紙料金表の通りで

す。  

 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の  

全額を一旦お支払いいただきます。要支援１または要支援２、または事業対象者

の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償

還払い）。  

     また、介護予防・生活支援サービス計画が作成されていない場合も償還払いと

なります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要と

なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。  

 

☆ご契約者に提供する食費（おやつ代含）は別途いただきます。  

  

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約

者の負担額を変更します  
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（２ ）介護保険の給付対象とならないサービス  

 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。  

 

①食事とおやつの提供  

  ご契約者に提供する食事とおやつにかかる費用です。  

 

   料金  ：  １回あたり  食費（おやつ代含）  ７４０円  

 

②レクリエーション、クラブ活動  

  ご契約者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加していただくことが  

できます。  

 

     利用料金  ：  材料代等の実費をいただきます。  

 

③日用消耗品・教養娯楽費として６０円/日、（ご利用いただいた日ごと、1日につき）ご負担して頂き

ます。 

 

④理容、美容サービス  

  理容師、美容師の出張による理髪サービス（整髪、顔剃）を利用頂けます。  

 

   利用料金  ：  １回あたり  ２，０００円～  

 

⑤営業時間外の料金  

  営業時間（午前８時１５分から午後５時１５分まで）以外の時間帯において  

サービス利用のご希望があれば、ご相談の上お受けいたします。  

ただし、その場合は下記の料金をご負担いただきます。  

     １５分につき  

          要支援１      ３２０円  

                要支援２      ３２０円  

 

⑥日常生活上必要となる諸費用実費  

  日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に  

負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。  

 

 ・オムツ代  

 

  １枚につき    テープタイプ    Ｍ      ８０  円  

  Ｌ         ９０  円  

 

  パンツタイプ     Ｍ      １００  円  

   Ｌ         １１０  円  

  ＬＬ     １２０  円  

 尿取りパッド      小     ３０  円  

   大      ４０ 円 
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  ・  経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、事前に変更の  

内容を連絡・説明いたします。  

 

（３ ）利用料金のお支払い方法  

 

  上記（１）、（２）の料金・費用は１か月分をまとめて請求させていただきます。  

  お支払いは、原則金融機関口座からの自動引き落としとなります。  

 

  利用できる金融機関  ：  銀行（漁業協同組合を除く）  郵便局  

    ・利用した翌月の２６日に引き落としされます。  

    ・金融機関が引き落とし日休業日の場合、翌日営業日に引き落しとなります。  

 

（４ ）利用の中止、変更、追加  

 

  利用予定日の前に、ご契約者の都合により、介護予防・生活支援サービスの利用

を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。  

この場合には、サービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。ただし、

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者

の希望する期間にサービスの提供ができない場合があります。  

 

（５ ）サービス提供記録等の開示  

   

サービス利用状況全般、ご不明な点等については、必要に応じ内容を開示します。

  

 

 

6. 緊急時・事故発生時の対応   

 

サービス利用中にご契約者の体調に急変があった場合、その他必要な場合、家族

または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医または協力医療機関と連絡

をとる等必要な措置を講じます。  

 

   医療機関名   高木病院  

   院長      高木  啓介  

   住所      鈴鹿市高岡町５５０  

          （０５９）３８２－１３８５  

 
 
7 .  損害賠償責任 

 

① 介護サービスの提供により、万が一事故発生した場合には、速やかに市町村及び関係各機

関ならびに契約者の家族または身元引受人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

② サービスの提供に伴って、自己の責に帰すべき事由により、契約者に賠償すべき事故が発

生した場合には、天変地異等不可抗力による場合をのぞき、速やかに誠意をもって損害賠

償を行います。また守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者の側に故意又

は過失が認められる場合には、その置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるとき

に限り、損害賠償の額を減ずることができるものとします。 
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③ 前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

④ 万が一の事故の発生に備えて、全国社会福祉協議会の「しせつの共済」に加入しています。 

 

⑤ 契約者の故意または重過失により、当施設または備品の利用につき通常の保守・管理の程

度を超える補修が必要となった場合には、その費用はあなたが負担します。 

 

（損害賠償がなされない場合） 

自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ次の各号に該当

する場合には法人は損害賠償を免れます。 

 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告

げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生したとき。 

 

② 契約者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを

告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生したとき。 
 

③ 契約者の急激な体調の変化等、当法人の実施したサービスを原因としない事由にもっぱ 

ら起因して損害が発生したとき。 

 

④ 契約者が当法人もしくはサービスの従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生したとき。 

 

 

 

８．  苦情の受付について  

 

（１ ）  当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。   

   

○第三者委員       中村  次男  

                 中川  久子  

 

○苦情解決責任者    管理者   杉森  美保  

 

○苦情受付担当者    事務員   塩見  朋子  

 

     ○受付時間    ８：１５  ～  １７：１５  

   また、苦情受付ボックスを玄関ホールに設置しています。  
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（２ ）行政機関その他苦情受付機関  

 
 

   

  鈴鹿亀山地区広域連合  

   介護保険課  

   ＴＥＬ （０５９）３６９－３２０１  

  三重県社会福祉協議会   三重県福祉サービス運営適正化委員会  

（苦情相談室）ＴＥＬ（ 059）－ 224－ 8111  

  三重県国民健康保険   

 団体連合会  

 

 

介護保険課苦情処理係  

ＴＥＬ（ 059） 222－ 4165 

     

       （０５９）３８２－８６７１  

 

 

9． 身体拘束の禁止 

 
職員は、利用者の行動を制限するような身体拘束は行いません。ただし、利用者の生命又は身

体を守るため緊急やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には、事前に利用者及びそ

の家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等できる限り詳細に説明し、十

分な理解と同意を得るものとし、その記録を 5 年間保存するものとする。 

 

２ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３か月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従事者に周知徹底を図る。 

３ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

４ 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

 

10． 虐待防止の推進 
 

事業所及び職員は、利用者の人権擁護、虐待防止のため、次に掲げる措置を講じるものとする。 

一 高齢者虐待防止の指針を整備する。 

二 高齢者虐待防止の対策を検討する会議を定期的に開催するとともに、その結果について、

職員に周知を行う。 

三 職員に対して、人権擁護、虐待防止等の研修を定期的に行う。 

四 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

２ サービス提供中に、当該事業所の職員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 

 

 

11．  事業継続計画の策定等 
  

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じる。 

 

２ 事業所は、職員に対し事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施する。 

３ 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行う。 
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令和       年      月      日  

 

 

 指定介護予防・日常生活支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき  

重要事項説明を受けたことを確認します。  

 

 

 くすのき園介護予防・日常生活支援総合事業・通所介護事業所  

 

 

                      説明者職名（              ）  

 

    

                      氏名                      

 

 

私は、本文面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定介護予防・日常生

活支援サービス提供開始に同意します。  

                                                         

 

   【利用者】            

       住所   鈴鹿市  

 

 

 

       氏名                                  

 

 

 

   【署名代行者】  

 

 

            住所  

 

 

 

       氏名                                  

 

 

 

       利用者との続柄   （            ）  

 

 

 

       署名代行の理由  


